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にぎわいプラザの会議室貸出を一部再開します 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月からにぎわいプラザ全館

の会議室貸出しを休止していましたが、県独自の非常事態宣言解除を受け、

換気機能が良好であることが確認できた会議室の貸出しを、一定の条件を付

して再開します。 

 

■会議室貸出再開日  令和２年９月１４日（月） 

 

■予約受付開始日  令和２年９月７日（月）から ※先着順 
 

■予約受付場所  にぎわいプラザ１階 駅前サービスコーナー 

         （申請書を持参、または FAX でも予約可能） 

         FAX 番号 ０５７３－６２－００７９ 

 

■貸出再開する会議室 

        ７月に実施した全館換気機能調査で、機能良好と確認できた会議室 

        ・１階 １－１、１－２会議室 

        ・２階 ２－１会議室 

        ・５階 コミュニティホール 

        ・６階 ６－１、６－２会議室 

 

        ※上記以外の会議室等は、換気設備の修理等を実施し機能改善を図った

うえで、今後改めて再開時期を検討します。 

          

■貸出の条件  当面の間、貸出しに際して下記条件を付します。 

        ・利用者数の制限（定員の半数程度を上限とする） 

・水分補給を除き、飲食禁止 

        ・運動や歌唱を行う場合、ソーシャルディスタンスを十分確保する 

        ・概ね 30 分ごとに出入口のドアを数分程度開放する 

        ・施設の利用申請は、中津川市内在住者に限る 

        ・利用時間は、原則２時間以内 

        ・利用者全員の連絡先を報告する 

        ・利用時に当方が用意する感染予防チェックシートを提出する 

        ・活動終了後、使用した机や椅子を消毒する 

        ・感染症が今後拡大した場合、施設利用中止要請に応じる 

 

■その他    申請書は市ホームページよりダウンロード、もしくは駅前サービスコー

ナーに設置しています。 

 
 

 

  


